
令和5年1月から
スマホやマイナンバーカードを利用した
確定申告がさらに便利に! !

国税庁では、政府全体のデジタル社会の実現に向けた取組の一環として、納税者の利便性向上と税務
行政の効率化を図る観点から、税務行政のデジタル化を推進しており、自宅からのe-Taxの利用を広く
呼び掛けている。令和5年1月からは、スマホやマイナンバーカードを利用した確定申告が、さらに
便利になる予定だ。� 取材・文　向山�勇

確定申告書等作成コーナーを利用した自宅からのe-Taxはこんなに便利!

自宅からのe-Taxがスタンダードに!

確定申告書等作成コーナー

国税庁 法人番号7000012050002

e-Tax!さぁ 作成コーナー

裏面もご確認ください

自動計算

自動入力

自宅 か ら

画面の案内に沿って入力するだけで作成・送信♪

マイナポータル連携でデータをまとめて入力♪

確定申告はご自宅で！スマホで申告できます♪

自宅で

から

確定申告書等作成コーナーの入力方法は動画でチェック

確定申告 動画

こちらからアクセス！

医療費控除

スマホ申告 マイナンバーカード方式

還付金

税務署への持参

「自宅からのe-Tax」５つのメリット！
印刷・郵送代

確定申告期間の利用可能時間

添付書類

※一部の書類は除きます

３週間程度で還付！

書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付

※メンテナンス時間
を除きます

特
集
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医療費

ふるさと納税

公的年金等の源泉徴収票

国民年金保険料

生命保険

地震保険

株式の特定口座

住
宅
ロ
ー
ン�

控
除
関
係

年末残高等証明書

住宅借入金等特別控除証明書

※�医療費について令和4年分から1年間を通した医療費通知
情報（原則、保険診療分）が取得可能となる予定

1年間分の情報が取得可能に。
NEW

NEW

NEW

医療費は1年間分の 
情報が取得可能に
確定申告のマイナポータル連携は令和2年分から

スタートし、確定申告をする際にマイナポータルを
通じて株式の特定口座や住宅ローン、生命保険料な
どの申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括
取得し、申告書の該当項目に自動入力できるように
なっている。令和3年分からは、対象がふるさと納
税、医療費、地震保険料にも拡大。令和4年分から
は、公的年金等の源泉徴収票と国民年金保険料控除
証明書がマイナポータル連携の対象に加わる予
定だ。
また、令和3年分では、9月～12月までの4か月

分であった医療費控除に必要な医療費通知情報（原
則、保険診療分）が、令和4年分からは1年を通じ

た情報の取得が可能となる。医療費控除は、家族分
をまとめて申告することも可能だが、その場合に
は、申告する人を代理人として設定すれば、家族分
のデータも取得できる。
なお、マイナポータル連携を実際に利用できるの

は、事前設定（P5参照）をしてから数日後になる
場合もあるため、早めに手続をしておいたほうがい
いだろう。一度設定すれば、新たに追加する控除証
明書等がある場合を除き、翌年以降は事前設定なし
にマイナポータル連携が利用できる。
ただし、マイナポータル連携は控除証明書等の発

行元がマイナポータル連携に対応している必要があ
る。ふるさと納税の場合には、特定事業者を通じて
行なった寄附のほか、自治体に直接、寄附をした場
合も対象となるものがあるので、国税庁ホームペー
ジ（P5のSTEP 4を参照）で確認されたい。

マイナポータル連携による自動入力で 
より手軽に確定申告ができる

新たに公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書も対象に

令和4年分の確定申告で自動入力が可能なもの

令和4年分の確定申告では、新たに公的年金等の源泉徴収票、国
民年金保険料控除証明書、1年間分の医療費通知情報がマイナポー
タルを通じて取得できるようになり、合計9種類の控除証明書等の
マイナポータル連携によるデータの一括取得・自動入力が可能とな
る予定。また、以前から対象となっていたふるさと納税、生命保険
料、株式の特定口座についても、マイナポータル連携に対応してい
る控除証明書等の発行者が増えており、今まで利用できなかったが
利用できるようになっている場合もあるので、マイナポータル連携
可能な控除証明書等発行主体一覧（P4）や、国税庁ホームページ
（P5のSTEP4）を参照されたい。なお、マイナポータル連携による
自動入力の対象については、今後、給与所得の源泉徴収票、iDeCo
や小規模企業共済掛金などに順次拡大されていく予定となっている。

colu
m

n
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令和5年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利に! !

特
集

05_P02-09_Tokushu_04.indd   3 2022/12/07   15:00:45



■保険料控除証明書
生命保険会社

朝日生命保険相互会社

アフラック生命保険株式会社

イオン・アリアンツ生命保険株式会社

株式会社かんぽ生命保険

住友生命保険相互会社

ソニー生命保険株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

大同生命保険株式会社

太陽生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

日本生命保険相互会社

ジブラルタ生命保険株式会社

富国生命保険相互会社

フコクしんらい生命保険株式会社

プルデンシャル�ジブラルタ��
ファイナンシャル生命保険株式会社

プルデンシャル生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

損害保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

AIG損害保険株式会社

SBI損害保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社

セコム損害保険株式会社

セゾン自動車火災保険株式会社

ソニー損害保険株式会社

損害保険ジャパン株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

日新火災海上保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

共済
JA共済連�
（全国共済農業協同組合連合会）

都道府県民共済グループ�
（全国生活協同組合連合会）

こくみん共済coop�
（全国労働者共済生活協同組合連合会）

CО・ОP共済�
（日本コープ共済生活協同組合連合会）

■社会保険料控除証明書
発行主体

日本年金機構（国民年金保険料）

■�住宅取得資金に係る借入金の年末残高等
証明書

銀行等
住宅金融支援機構

■�寄附金受領証明書・寄附金控除に関する
証明書
【ポータルサイトを運営する特定事業者が 

発行するもの】
ポータルサイト名（証明書発行者）

ANAのふるさと納税（全日本空輸株式会社）

さとふる（株式会社さとふる）

ふるさとチョイス（株式会社トラストバンク）

ふるなび（株式会社アイモバイル）

楽天ふるさと納税（楽天グループ株式会社）

【寄附を受けた地方団体が発行するもの】
※�マイナポータル連携に対応している地方団
体については、民間送達サービス（ふるさ
と納税e-Tax連携サービス）を運営する株
式会社シフトセブンコンサルティングの
ホームページの対応自治体一覧（https://
www.shift7.jp/e-tax-service/join-list.html）
を確認するか、寄附先の地方団体に確認さ
れたい。

■特定口座年間取引報告書
証券会社

アイザワ証券株式会社

あかつき証券株式会社

安藤証券株式会社

池田泉州TT証券株式会社

いちよし証券株式会社

岩井コスモ証券株式会社

auカブコム証券株式会社

株式会社SBI証券

株式会社SBIネオモバイル証券

岡三証券株式会社

岡三証券株式会社　�
岡三オンライン証券カンパニー

岡地証券株式会社

京銀証券株式会社

きらぼしライフデザイン証券株式会社

四国アライアンス証券株式会社

静銀ティーエム証券株式会社

十六TT証券株式会社

第四北越証券株式会社

ちばぎん証券株式会社

中銀証券株式会社

東海東京証券株式会社

東洋証券株式会社

とちぎんTT証券株式会社

西日本シティTT証券株式会社

野村證券株式会社

八十二証券株式会社

浜銀TT証券株式会社

播陽証券株式会社

百五証券株式会社

ひろぎん証券株式会社

ほくほくTT証券株式会社

丸三証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

水戸証券株式会社

めぶき証券株式会社

山和証券株式会社

LINE証券株式会社

ワイエム証券株式会社

■公的年金等の源泉徴収票
発行主体

日本年金機構

国家公務員共済組合連合会

警察共済組合

公立学校共済組合

全国市町村職員共済組合連合会

地方職員共済組合

地方職員共済組合団体共済部

日本私立学校振興・共済事業団

令和4年10月30日現在。随時更新中

マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧

 4 ファイナンス　2022 Dec.

05_P02-09_Tokushu_04.indd   4 2022/12/07   15:00:45

https://www.shift7.jp/e-tax-service/join-list.html
https://www.shift7.jp/e-tax-service/join-list.html


マイナポータル連携を利用するための事前設定に
ついては以下の通り。STEP 1のマイナンバーカー
ドの取得に一定の期間を要するほか、STEP 4まで
の設定を終えても、証明書等によっては、控除証明
書等の取得に一定の時間がかかる場合があるので、
早めのマイナンバーカードの取得や前もっての事前
設定をおススメしたい。
令和4年1月から、これらの事前設定のための特

設ページがマイナポータルに設けられており、画面
の案内に沿って操作を進めれば、スムーズに事前設
定が完了するようになっているので、ぜひ活用し
たい。
なお、事前設定は1度行ってしまえば、控除証明

書等の追加がない限り、次からは設定不要なので、
翌年以降はスムーズにマイナポータル連携を利用す
ることができるようになる。

マイナポータル連携の事前設定

STEP

1
STEP

4

STEP

5

STEP

2

STEP

3

マイナンバーカードを
取得

証明書等の発行元と民間送達サービス
をつなぐ（連携）設定

確定申告書等を作成

マイナポータルへ登録

マイナポータルの「もっとつながる」設定

マイナポータル連携を利用するには、マイナ
ンバーカードが必要。マイナンバーカードの
取得申請は、郵送などでも可能だが、交付申
請書（※）を利用してスマートフォンやパソコン
でオンライン申請すると、発行までの時間を
短縮できるのでおススメ。
（※）�マイナンバーカードを取得していない方には、令和3年3月までに、

オンライン申請に使用できるQRコード付きの交付申請書が送付され
ている。

（1）�証明書等の発行元（例・ふるさと納税の特定事業者や
保険会社等）がマイナポータル連携に対応していること
と、どの民間送達サービスを利用しているか国税庁
ホームページで確認。

（2）�発行元のサイトから民間送達サービスと連携するため
の手続を行う。手続方法は上記STEP 3の民間送達サー
ビスから一連の流れで行える（発行元が対応している
場合）。不明な場合は、発行元にお問い合わせを。

STEP 4までの事前設定が完了し、マイナポータル連携が利用
できるようになったら、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」で確定申告書等の作成を行う。
「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金
額等を入力するだけで、所得税等の申告書や、青色申告決
算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信（提出）・印
刷ができる。また、自動計算されるので計算誤りがない。
令和4年分の確定申告については、マイナンバーカードを
利用した申告について、これまで申告書の作成から送信ま
での間に3回必要だったマイナンバーカードの読み取りが1
回で済むようになるほか、青色
申告決算書と収支内訳書がス
マートフォンで作成可能となる
など、申告書の作成・e-Taxがま
すます便利になる。

スマートフォンかパソコンで「マイナポータル」
のトップページにアクセスし、案内に沿って、
利用者登録（マイナポータルへ登録）を行う。

マイナポータル連携可能な�
証明書等発行元一覧は�

こちらから

マイナポータル
はこちらから

マイナポータルの「もっとつ
ながる」メニューからマイナ
ポータルとe-Tax、ねんきん
ネット及び民間送達サービス
をつなぐ。
（注）�「民間送達サービス」とは、

民間企業が提供している、イ
ンターネット上に自分専用の
ポストを作り、自分宛のメッ
セージやレターを受け取るこ
とができるサービスのこと。

確定申告書等作成�
コーナーはこちらから

マイナンバーカードの
取得申請はこちらから

作成コーナー
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国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」でe-Taxへ送信（提出）するには、これまで、
作成開始からe-Taxで送信するまでの間、（1）e-Tax
登録情報の確認、（2）電子署名の付与、（3）e-Taxへ
のログインの合計3回マイナンバーカードを読み取
る必要があった。令和5年1月からは、申告書の作
成を開始する際に、一度だけログインのためのカー
ドの読み取りを行えば、以降のカードの読み取りや
パスワードの入力の操作は不要となる。ただし、電

子署名の付与が不要になるのは、過去にマイナン
バーカードを利用して申告したことがある人が対象
となる。
なお、令和5年1月以降に初めてマイナンバー

カードを利用して申告をする場合でも、e-Taxへロ
グイン後、マイナンバーカードの署名用電子証明書
を使って本人確認を行うことで、電子署名の付与の
際のマイナンバーカードの読み取りが不要となる。

マイナンバーカードの読み取り回数が 
3回から1回で済むように

令和4年分（令和5年1月以降）からさらに便利に!

令和４年分（令和５年１月以降）からさらに便利に！

R4.8・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

確定申告書等作成コーナーの便利な機能はこちら♪

スマホがICカードリーダライタの代わりに！

カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力！

源泉徴収票の
記載内容を
自動入力！

マイナンバーカードの読み取り回数が１回に！※
①e-Tax登録情報の確認
（読取１回目）

③e-Taxへのログイン
（読取３回目）

②電子署名の付与
（読取２回目）

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

①e-Taxへのログインのみ！

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！
※過去にマイナンバーカード方式で申告された方が対象です。

用意するものは次の２つ

マイナンバーカード マイナンバーカード読取対応
のスマートフォン

マイナポータルアプリを
インストールするだけ！

ICカードリーダライタ不要！

パソコンの画面もリニューアル！

スマホ画面 パソコン画面

パソコンで申告！

スマホで申告！

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

令和４年分（令和５年１月以降）からさらに便利に！

R4.8・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

確定申告書等作成コーナーの便利な機能はこちら♪

スマホがICカードリーダライタの代わりに！

カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力！

源泉徴収票の
記載内容を
自動入力！

マイナンバーカードの読み取り回数が１回に！※
①e-Tax登録情報の確認
（読取１回目）

③e-Taxへのログイン
（読取３回目）

②電子署名の付与
（読取２回目）

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

①e-Taxへのログインのみ！

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！
※過去にマイナンバーカード方式で申告された方が対象です。

用意するものは次の２つ

マイナンバーカード マイナンバーカード読取対応
のスマートフォン

マイナポータルアプリを
インストールするだけ！

ICカードリーダライタ不要！

パソコンの画面もリニューアル！

スマホ画面 パソコン画面

パソコンで申告！

スマホで申告！

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

令
和
４
年
分
（
令
和
５
年
１
月
以
降
）
か
ら
さ
ら
に
便
利
に
！R4.8

・
こ
の
チ
ラ
シ
に
は
開
発
中
の
画
面
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
実
際
の
画
面
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
の
便
利
な
機
能
は
こ
ち
ら
♪

ス
マ
ホ
が
ICカ

ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
代
わ
り
に
！

カ
メ
ラ
で
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
を
読
み
取
り
自
動
入
力
！

源
泉
徴
収
票
の

記
載
内
容
を

自
動
入
力
！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
読
み
取
り
回
数
が
１
回
に
！

※
①
e-Tax登

録
情
報
の
確
認

（
読
取
１
回
目
）③
e-Taxへ

の
ロ
グ
イ
ン

（
読
取
３
回
目
）

②
電
子
署
名
の
付
与

（
読
取
２
回
目
）

0123456789ABCDEF

氏
名
番
号

花
子

平
成
元
年
3
月
3
1
日
生

住
所
○
○
県
□
□
市
△
△
町
◇
丁
目
○
番
地
▽
▽
号

1
2
3
4

2
0
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
有
効

性
別
女

□
□
市
長

0123456789ABCDEF

氏
名
番
号

花
子

平
成
元
年
3
月
3
1
日
生

住
所
○
○
県
□
□
市
△
△
町
◇
丁
目
○
番
地
▽
▽
号

1
2
3
4

2
0
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
有
効

性
別
女

□
□
市
長

①
e-Taxへ

の
ロ
グ
イ
ン
の
み
！

青
色
申
告
決
算
書
・
収
支
内
訳
書
が
ス
マ
ホ
で
作
成
可
能
に
！

※
過
去
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
で
申
告
さ
れ
た
方
が
対
象
で
す
。

用
意
す
る
も
の
は
次
の
２
つ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
を

イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
だ
け
！

ICカ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
不
要
！

パ
ソ
コ
ン
の
画
面
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
！ス
マ
ホ
画
面

パ
ソ
コ
ン
画
面

パ
ソ
コ
ン
で
申
告
！

ス
マ
ホ
で
申
告
！

0123456789ABCDEF

氏
名
番
号

花
子

平
成
元
年
3
月
3
1
日
生

住
所
○
○
県
□
□
市
△
△
町
◇
丁
目
○
番
地
▽
▽
号

1
2
3
4

2
0
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
有
効

性
別
女

□
□
市
長

0123456789ABCDEF

氏
名
番
号

花
子

平
成
元
年
3
月
3
1
日
生

住
所
○
○
県
□
□
市
△
△
町
◇
丁
目
○
番
地
▽
▽
号

1
2
3
4

2
0
2
5
年
3
月
3
1
日
ま
で
有
効

性
別
女

□
□
市
長

令和４年分（令和５年１月以降）からさらに便利に！

R4.8・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

確定申告書等作成コーナーの便利な機能はこちら♪

スマホがICカードリーダライタの代わりに！

カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力！

源泉徴収票の
記載内容を
自動入力！

マイナンバーカードの読み取り回数が１回に！※
①e-Tax登録情報の確認
（読取１回目）

③e-Taxへのログイン
（読取３回目）

②電子署名の付与
（読取２回目）

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

①e-Taxへのログインのみ！

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！
※過去にマイナンバーカード方式で申告された方が対象です。

用意するものは次の２つ

マイナンバーカード マイナンバーカード読取対応
のスマートフォン

マイナポータルアプリを
インストールするだけ！

ICカードリーダライタ不要！

パソコンの画面もリニューアル！

スマホ画面 パソコン画面

パソコンで申告！

スマホで申告！

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

※過去にマイナンバーカードを利用して申告された方が対象です。
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これまで、事業所得や不動産所得がある場合に提
出が必要となる青色申告決算書・収支内訳書は、パ
ソコンのみで作成可能であったが、令和5年1月か
ら青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能
になる。
青色申告決算書、収支内訳書を作成した後は、そ

の情報を引き継いで、所得税の確定申告書をスマホ
で作成することができ、これらの書類を併せてe-Tax
で送信することが可能。さらに作成後のデータを保
存しておけば、翌年の確定申告で青色申告決算書等
を作成する際に、保存したデータを利用でき減価償
却資産などの情報が引き継がれるので便利だ。

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に !

青色申告決算書・収支内訳書も 
スマホで作成できる

1 2 3 4

 ファイナンス　2022 Dec. 7

自宅からのe-Taxがスタンダードに!
令和5年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利に! !

特
集

05_P02-09_Tokushu_04.indd   7 2022/12/07   15:00:46



給与所得の源泉徴収票を 
スマホでパシャリ 
カードの読み取りもスマホで
スマホは利用者にとって身近なデバイスであり、

スマホで申告書の作成が可能となって以来、自宅か
らスマホを利用したe-Tax申告が年々増加している。
スマホによる申告においては、スマホの画面サイ

ズに適したスマホ専用画面も年々拡大しており、使
いやすさも向上している。
また、スマホで申告書を作成する場合、給与所得

の源泉徴収票の内容を入力する際に、スマホのカメ

ラで源泉徴収票を読み取って、入力項目に自動反映
することができるので便利だ。
パソコンでe-Taxを利用する際、かつては、マイ
ナンバーカードを読み取るためにICカードリーダ
ライタが必要であった。今では、マイナンバーカー
ド読取対応スマホがあればスマホをICカードリー
ダライタ代わりに利用することができるようになっ
ている。
パソコンに表示されるQRコードをマイナポータ
ルアプリで読み込むことで、スマホとパソコンが連
携される。

確定申告書等作成コーナーの便利な機能の紹介

スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力

QRコード読み取り手順

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パシャリ

2 3パソコンの画面上にQRコード表示 QRコードをスマホで読み取り マイナンバーカードをスマホで�
読み取り1

パソコンの画面 スマホの画面
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マイナンバーカードは、確定申告や年末調整以外にも様々な分野で利用の範囲が広がっている。主に7つのメリット
（図表参照）があるが、令和3年10月20日からは、健康保険証としても利用可能になった。また、令和5年5月からは、
マイナンバーカードの機能（電子証明書）のスマートフォンへの搭載が予定されている。さらに、運転免許証や在留
カードとの一体化も検討されており、今後、ますます便利になる予定だ。

マイナンバーカードの利用範囲が順次拡大中

国税庁では、納税者の利便性の向上と現金管
理等に伴う社会全体のコストを縮減する観点か
ら、令和7年度までにキャッシュレス納付割合
を4割とすることを目指している。
国税の納付に当たっては、多様な納付手段が

あるが、金融機関や税務署等の窓口に赴く必要
がなく、自宅や事務所などから納付手続きが可
能な「キャッシュレス納付」は納税者の利便性
が高い納付手段であり、新型コロナウイルスの
感染症の感染防止の観点からも、非対面である
キャッシュレス納付の利用拡大が期待されて
いる。
キャッシュレス納付には（1）振替納税、（2）

ダイレクト納付、（3）インターネットバンキン
グ、（4）クレジットカード納付、（5）スマホア
プリ納付などの方法があるので、是非ご利用い
ただきたい。

キャッシュレス納付の方法
納付方法 特徴

振替納税

預貯金口座から自動的に引き落としにより納付する方
法。申告所得税や個人事業主の消費税の確定申告書を
毎年提出する必要のある方におススメ。事前に振替依
頼書の提出が必要。

ダイレクト納付

e-Taxから簡単な操作で預貯金口座からの振替により
納付する方法。e-Taxで申告されている方、源泉所得
税など頻繁に納税している方におススメ。事前に
e-Taxの開始届出書、ダイレクト納付利用届出書の提
出が必要。

インターネット�
バンキング

インターネットバンキング等を利用して納付手続きを
する方法。事前にe-Taxの開始届出書の提出、インター
ネットバンキングの契約が必要。

クレジット�
カード納付

「国税クレジットカードお支払いサイト」からクレジッ
トカードを利用して納付手続きをする方法。納税額に
応じた決済手数料が必要。

スマホアプリ納付
「国税クレジットカードお支払いサイト」からスマホ
アプリ（〇〇ペイ）を使用して納税する方法。

キャッシュレスで国税の納付が可能

Merit

●�ライブ会場の入場、携帯電話の契約、会員登録などに使え
る！

●旧姓（旧氏）の併記ができる！
●�行政手続などでマイナンバーの提示を求められたときに、
1枚で済む！

1 本人確認書類になる！
Merit

●�子育てなどに関する手続もオンラインで！ワンストップで！
●�マイナンバーカードを使ったe-Taxがますますベンリに！

5 オンラインで行政手続！

Merit

■マイナポータルを使えば…
●�行政機関などが持つあなたの情報を確認できる！
●�行政機関などからのお知らせを受け取れる！

■さらに
●�特定健診情報等、薬剤情報、医療費通知情報が確認で
きるようになる！

●�確定申告の医療費控除がカンタンに！

6 「マイナポータル」で暮らしがもっとベンリに！

Merit

●�キャッシュレス決済サービスにおける口座登録時の本人
確認などに使える！

●�職員証としての利用も！

7 民間のサービスでも使える!

Merit

●�市区町村窓口に行けないときも近くのコンビニで住民票
の写しや課税証明書などが取得できる！

2 コンビニで各種証明書が取得できる！

Merit

4 新型コロナワクチン接種証明書の 
電子交付にも利用！

Merit

●�対応する医療機関・薬局は拡大中！
●�本人の同意のもと、医師・薬剤師と特定検診・薬剤情報
などが共有でき、より良い医療が可能に！

●�手続きをしなくても、限度額を超える自己負担の支払い
が不要に！

3 健康保険証として使える！

マイナンバーカードの7つのメリット

参
考
情
報

 ファイナンス　2022 Dec. 9

自宅からのe-Taxがスタンダードに!
令和5年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利に! !

特
集
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